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【論文】

児童養護施設における自立支援の実践と課題 
―自立支援担当職員の語りからの検討―

横山　順一
Junichi  YOKOYAMA

概　要
　本稿では、児童養護施設において自立支援の役割を担う「自立支援担当職員」の視点から、児童養護
施設における自立支援の実践を捉え、今後の課題について検討を行った。
　A県内の児童養護施設に配置されている自立支援担当職員を対象にしたインタビュー調査を行い、そ
の語りから、施設内協働と自立支援のあり方に着目した質的検討を行った結果、児童養護施設の自立支
援担当職員の自立観には理念的な一貫性が見られたこと、自立支援担当職員とケアワーカーとの協働の
形態は３類型に整理され、アフターケアの実践や自立支援担当職員の支援には複数の側面からの組織的
な課題がみられることなどが明らかになった。

キーワード：自立支援、児童養護施設、自立支援担当職員、アフターケア、リービングケア

はじめに
　児童養護施設は、戦後長く「養護施設」として
入所児童の保護・養育を主たる役割としてきた。
しかし、1997年の児童福祉法改正により「児童養
護施設」へと改称され、入所児童の自立支援が施
設の目的の一つとして明記された。さらに翌1998
年には「児童自立支援計画」の策定が義務づけら
れ、施設における計画的な自立支援の枠組みが制
度化された。加えて、2004年の法改正では、児童
養護施設の目的に「退所した者に対する相談・援
助」が位置づけられ、退所後支援が施設の役割と
して明確に規定された。これら一連の児童福祉法
改正により、児童養護施設の役割・機能として、

「退所後の自立に向けた入所中の支援（リービング
ケア）」と「退所後の相談・援助（アフターケア）」
を担うことが法的に明確化されたといえる。
　こうした中、2021年4月から児童養護施設にお
いて、「自立支援担当職員」の配置が措置費の加
算対象となった。これにより、自立支援の役割分
担の明確化と自立支援体制の強化が図られること

となったが、自立支援にどのように取り組むかと
いった具体的な内容や方法は、各施設の経験的な
対応のもとでの実践に委ねられたままである。
　本稿では、こうした児童養護施設を取り巻く制
度的・社会的変化を踏まえ、自立支援の役割を担
う職員の視点から、児童養護施設における自立支
援の実践を捉え、今後の課題について検討するこ
とを目的とする。

Ⅰ　社会的養護における「自立支援」施策
　国は、社会的養護における自立支援の充実を目
的として、段階的に制度および施策の整備を進め
てきた。児童養護施設に自立支援の機能が付加さ
れたのは、1997年の児童福祉法改正時であるが、
その後施設入所児童の自立支援に関わる制度は、
入所中の支援体制の整備から、退所後を見据えた
支援の拡充に向けて展開されてきた。
　まず、1998年には「児童自立支援計画」の策定
が義務づけられ、施設において個々の児童の将来
を見据えた計画的支援を行う枠組みが制度化され
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た。同年、国（厚生省児童家庭局）により児童自立
支援ハンドブックが発行され、自立支援の理念や
実践の方向性が示された。これにより、自立支援
は各施設の経験的な対応に委ねられつつも、一定
の共通理解のもとで実践されるべき支援として位
置づけられるようになった。
　次に、2004年の児童福祉法改正では、児童養護
施設の目的に「退所後の相談・援助」が明記され、
いわゆるアフターケアが制度上、施設の役割とし
て明確に位置づけられた。これに伴い、家庭支
援専門相談員の配置が進められ、施設内において、
家庭や地域との関係を視野に入れた専門的な相談
支援機能の整備が図られた。
　2010年代に入ると、施設退所後の生活支援に対
する制度はさらに充実する。「地域生活・自立支
援事業」が「施設退所児童等アフターケア事業」
と改称されて開始され、2011年に国が公表した「社
会的養護の課題と将来像」（社会保障審議会 児童
部会 社会的養護専門委員会とりまとめ）において、
社会的養護の機能の一つとして「地域支援等の機
能」が位置づけられて、自立支援および退所後の
相談支援の重要性があらためて明示された。また
同年には、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通
知により、措置延長等の運用が整理され、年齢を
超えた継続的支援の可能性が制度的に示された。
　さらに、2014年に閣議決定された「子供の貧困
対策に関する大綱」では、児童養護施設等の退所
者に対するアフターケアの推進が明記され、自立
支援は貧困対策の一環としても位置づけられるこ
ととなった。2016年には、児童養護施設等退所者
に対する自立支援資金貸付事業が開始されるとと
もに、家庭支援専門相談員の複数配置が可能とな
り、支援体制の専門化・多職種化が図られてきた。
　2017年には、「社会的養護自立支援事業」が創
設され、都道府県および政令指定都市に自立支援
の拠点が整備されたほか、自立援助ホームにおい
ては大学生等を対象に22歳の年度末まで支援を行
うことが可能となった。また、児童養護施設にお
いても、22歳の年度末まで継続的な支援を行うこ
とが制度上認められるようになり、自立支援の対

象期間は大きく拡張された。
　このように、社会的養護における自立支援施策
は、入所中の計画的支援の整備から、退所後を含
めた長期的・継続的支援へと、その内容と対象を
拡充してきた。
　加えて、2024年施行の改正児童福祉法により、
児童養護施設や里親家庭で育つ若者に対する自立
支援について、原則18歳、最長22歳までとされて
いた年齢制限が撤廃され、より柔軟で継続的な支
援の可能性が制度上保障されることとなった。
　こうした中、2021年4月に児童養護施設に位置
づけられた自立支援担当職員は、「施設等退所前・
里親等委託解除前の進学・就職等の自立支援及び
退所後・委託解除後のアフターケアを担う職員」
として定義されており（2021年３月8日付 厚生労
働省子ども家庭局長通知「児童養護施設等におけ
る自立支援体制の強化について」別紙「自立支援
担当職員加算実施要綱」）、自立支援施策を横断的
に理解して入所中から退所後に至る「リービング
ケア」から「アフターケア」を接続する担い手と
して、その役割を期待される存在であるといえる。

Ⅱ　自立支援にかかわるこれまでの研究
　社会的養護における自立支援に着目した先行研
究では、施設退所後の生活課題や社会的排除、貧
困リスクに焦点を当てた研究、あるいはリービン
グケアやアフターケアのあり方を検討した研究な
どがあり、さまざまな視点から自立支援の課題が
論じられている。　
　近年の児童養護施設の自立支援にかかわる研究
の学術的な傾向として、まず、当事者の視点から
の研究がある。永野ら（2014）は、社会的養護措置
解除後の若者の生活実態とその困難さの分析を
行っている。谷口（2020）は、当事者の語りから、
社会的養護における自立支援のあり方や課題につ
いて考察している。伊部（2022・2023）は、2020年
に行われた社会的養護経験者を対象とした全国調
査の自由記述の二次的調査として施設等で受けた
ケア等の支援のあり方を考察し、児童養護施設を
退所し、就労や就学をしながら社会生活を送る社
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会的養護経験者（ケアリーバー）は、その後の生活
の中で経済面や精神面での問題や悩みを抱えて
も、頼る相手や支援を受ける機会に乏しく、困難
な状態に陥ることが多いことを報告している。ま
た、井出ら（2023）は、社会的養護経験者の視点か
ら、当事者が必要だと考える自立支援について考
察している。
　児童養護施設職員の視点からの研究としては、
高橋（2013）が、児童養護施設の職員を対象にイン
タビュー調査を行い、語りから自立支援の実践の
意味づけと展望を明らかにしている。櫻谷（2014）
は、退所者と施設職員を対象のインタビュー調査
を行い、アフターケアにおける支援の実態を明ら
かにした。また、宮崎・大月（2019）は、リービン
グケアとアフターケアに対する社会福祉士の役割
を明らかにすることをとおして施設ソーシャル
ワークについて論究している。谷口（2011）は、児
童養護施設の施設長と職員に対する質問紙調査に
よって、児童養護施設における自立支援の実態と
課題を調査している。
　アフターケアに焦点をあてた研究として、伊藤

（2018）は、児童養護施設の退所理由に焦点をあて
ることをとおしてアフターケアの課題についての
検証を行っている。また、平松（2015）は、児童養
護施設における自立支援に関する文献を整理し、
研究の課題の抽出を試みている。
　このように、児童養護施設における自立支援の
あり方についての研究は前進している状況にある
が、近年急速な多機能・高機能化の進行にともな
う児童養護施設の現状をふまえた上での検討は乏
しい。また、自立支援を担う職員個々が有する自
立観や能力について検討する研究は、あまり進ん
でいないように思われる。

Ⅲ　「自立観」と「自立支援」
(1) 「自立」とは
　一般に「自立」とは、「他への従属から離れて
独り立ちすること。他からの支配や助力を受けず
に存在すること」（「大辞泉」）と定義されており、
自立を「他者からの支援や依存からの離脱」とし

て捉えられることが多い。こうした自立観は、戦
後日本における社会福祉制度の形成過程において
も強く反映されてきた。
　例えば、「社会保障制度に関する勧告」（社会保
障制度審議会1950）では、社会福祉について、「国
家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、
その他援護を要する者が、自立してその能力を発
揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、その
他の援護育成を行うこと」と定義している。この
記述からは、支援の目的が「能力の発揮」や「自
活」に置かれ、最終的には公的扶助からの離脱を
志向する自立観が読み取れる。
　また、公的扶助の分野においては、自立は「自
立を助長する」ことを通じて、「公私の扶助を受
けず、自分の力で社会生活に適応した生活を営む
ことができるように助け育てること」として捉え
られてきた。ここでは、就労や経済的基盤の確立
が自立の中核に位置づけられ、経済的自立を達成
することが支援の到達点として重視されている。
　一方、障害福祉の分野では、こうした経済的自
立を中心とした自立観に対する批判的な検討が進
められてきた。「脳性マヒ者等全身性障害者問題
に関する報告」（脳性マヒ者等全身性障害者問題
研究会1982）においては、自立とは「社会の一員
として意義ある自己実現と社会参加を果たそうと
する努力を社会的に位置づけること」であり、「自
らの判断と決定により主体的に生き、その行動に
ついて自ら責任を負うこと」とされている。ここ
では、他者の支援を受けること自体を否定するの
ではなく、本人の意思決定や主体性を基盤とした

「自分らしく生きること」や社会参加が自立の本
質として重視されている。
　
(2) 社会的養護における「自立支援」
　先に見たように、自立は分野によって「援助か
らの離脱」や「経済的自活」を中心に捉えられて
きたが、児童福祉分野、とりわけ社会的養護にお
いて、子どもたちの自立は近年どのような自立観
で語られてきたのだろうか。
　児童養護施設は、長らく保護を主たる役割とす
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る施設として位置づけられてきため、退所後の生
活を見据えた自立支援は、施設の役割として前面
に出ていたとは言い難い。しかし、前述のとおり
1990年代後半以降の制度改正を通じて、児童養護
施設における役割は大きく転換し、1997年の児童
福祉法改正において、児童養護施設等の役割に「自
立支援」が明記され、1998年には「児童自立支援
計画」の策定が義務づけられた。さらに2004年の
法改正では、児童養護施設の目的として「退所後
の相談及び自立のための援助」が明確に位置づけ
られるなど、近年にわたり、児童養護施設におけ
る自立支援のあり方があらためて問い直されてき
ている。
　こうした流れの中で示されている社会的養護に
おける自立概念は、他の福祉分野において強調さ
れてきた「他者の援助からの離脱」や「自己責任」
としての自立とは異なる特徴がある。たとえば、
厚生労働省の自立支援ハンドブック（1998）におい
ては、自立とは社会生活を主体的に営むことであ
り、孤立して一人でやることではないとされてい
る。同ハンドブックは、必要な場合に他者や社会
に助言・援助を求めることも自立の一部であると
解説しており、他者との関係性を前提とする自立
観を示している。このような自立観に立てば、「自
立＝自己責任」と単純化することはできず、む
しろ、支援やつながりを受けながら、自ら選択し、
自分らしく生きていくことが重視される。とりわ
け社会的養護のもとで育つ子どもたちにとっては、

「孤立させないこと」や「つながりを支援すること」
そのものが、自立支援の本質的な要素であるとい
える。
　そして、その自立を可能にするためには、退所
後のみならず、施設入所中から、将来の生活に備
えて必要な力を身につけていく支援が不可欠であ
る。すなわち、社会的養護における自立支援は、
入所中の日常的な養育（ケア）と、退所後を見据え
た準備的な支援、さらには退所後の支援（アフター
ケア）を含む連続的なプロセスとして捉えられて
いる。
　すなわち、社会的養護における自立は、「他者

に依存しない状態」ではなく、必要に応じて支援
やつながりを活用しながら主体的に生活を営む過
程として捉えられており、退所後の生活自立、入
所中からの準備的な支援、他者との関係性を前提
とした主体的な営みといった複数の側面をあわせ
持つ、一義的に定義することが困難で多面的な概
念である。
　このように、社会的養護における自立概念は、
多面的かつ流動的で曖昧な側面をもっていること
から、社会的養護における自立支援は、単なる経
済的自立や就労の達成にとどまらず、対人関係の
形成や生活上の意思決定、支援を受けながら生き
ていく力の獲得など、多面的な課題を含むもので
あると言えるであろう。
　児童養護施設の職員は、そうした「自立観」を
日々の実践の中で具体化しながら、それぞれで解
釈していると考えられる。そして、それらの実践
や解釈のほとんどが、個々の職員に委ねられてい
るのが現状であろう。

Ⅳ　調査
(1）調査目的
　児童養護施設における自立支援担当職員は、前
述のとおり2021年4月より制度上に位置づけられ、
その後4年以上が経過している。しかし、措置費
の加算対象にとどまることから、配置の有無も含
め各施設の裁量に委ねられ、なおかつ、その実践
については明確な指針が示されていないのが現状
である。児童養護施設における自立支援をめぐっ
ては、制度上の整備が進められてきた一方で、自
立支援担当職員の専門職としての役割やケアワー
カーとの協働のあり方、児童養護施設の日常のケ
アの中に体系化された方法や内容としてどのよう
に自立支援が位置づいているのか、自立支援に関
する認識の共有、ならびに施設内の支援体制に関
する実態について、十分な検討がなされていない。
　近年の児童養護施設は、多機能化・高機能化が
求められる中で、日常的な養育業務に加え、家庭
支援や地域支援など多様な役割を担うことが求め
られている。加えて、慢性的な職員不足や経験の
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蓄積が十分でない体制のもとで、施設運営が行わ
れている。このように、各々の自立支援担当職員
の力量や施設の環境に依存しやすい状況にあるこ
とが推察されるが、その現状は明らかになってい
ない。
　そこで、施設内協働と自立支援のあり方に着目
して、児童養護施設における自立支援実践の現状
の可視化を試みるとともに、そこに存在する課題
を、自立支援を担う職員の語りから明らかにする
ことを目的として、児童養護施設に配置されてい
る対象にインタビュー調査を実施し、質的な検討
を行うこととした。
　具体的には、自立支援担当職員の「自立観・自
立支援観」とそれをふまえた自立実践の実態、お
よび自立支援担当職員と他職員との施設内協働の
あり方、施設運営上の役割や業務の位置づけ、自
立支援担当職員を取り巻く支援体制や専門性の課

題といった視点から分析を試みた。

(2) 調査方法
　調査は、A県内の児童養護施設の自立支援担当
職員6名を対象とした。そのうち5名は児童養護
施設等での職員歴が15年以上、残り1名は施設職
員歴が4年ではあるが、中学校教員を40年以上の
経験している職員だった。自立支援担当職員歴は、
4名が同職員の位置づけが始まった当初から、他2
名が途中から着任していた（表1）。
　インタビュー（半構造化面接）は、それぞれの
職員に対しインタビューガイド（表2）にしたがっ
て、実施場所は対象者が勤務する施設内の一室に
おいて、それぞれ90分程度を行った。
　インタビュー実施期間は2025年1月から同年9月
であった。

表1　調査対象
対象者 性別 施設職員歴 自立支援担当職員歴 これまで経験した職種

Ａ 男 17年 2年 個別支援担当職員
Ｂ 男 20年 4年 児童指導員
Ｃ 男 20年 4年 保育士・児童指導員
Ｄ 女 ４年 4年 中学校教員
Ｅ 女 15年 4年 児童家庭支援センター職員
Ｆ 女 41年 0.5年 保育士

表2　インタビューガイド
① 「協働・連携」施設の職員間で自立支援にかかわる共通理解はとれているか。また、自立に向けた職

員間での「養育観」「支援観」の共有を行うことはできているか。
②「資質」 施設運営上の役割と自立支援担当職員としての業務の両立はできているか。「リービングケ

ア」と「アフターケア」の両立はできているか。
③「施設運営と組織体制」自立支援担当職員の役割の明確化により施設全体の取組に生じた変化の有無

や、自立支援に取り組む上で、施設内の環境（スーパーバイズ、施設内の組織的な取組）に生じた変化
があるか。
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(3) インタビュー調査における倫理的配慮
　インタビュー内容は、調査対象者の同意を得て
デジタルレコーダーに録音し、その後文字化した。
聞き取り中に個人名等が出現した場合は、文字化
作業の段階ですべてアルファベット表記するなど
匿名性を担保した。
　なお、本調査においては山口県立大学生命倫理
委員会における倫理審査により承認を得ている

（承認番号2025-08）。

(4) 自立支援担当職員へのインタビュー調査の結果
　それぞれの対象者へのインタビュー調査の結果
の主な内容を、意味の変わらない程度に要約、整
理して以下に記す。

①自立支援担当職員にみられた自立観
〇ここを出た後も繋がっているから大丈夫という

風なところで「助けて」って言えたら一旦自立
かと（Aさん）

〇適度に誰かに相談できるところ。それが身につ
いていくのが施設の児童の自立。周りを上手に
つかって自分が生活していく。相談していく体
制がつくれるようなものが自立。風のうわさで

「うまくいっとるらしいよ」って聴くのが自立
へのゴール。「施設には頼らず、頑張ってうま
くやっとるんや」ってなれば、それがゴールか
もしれない。（Bさん）

〇分からないことがあったら、それを分かる人に
きちんと聴ける力。「本当に自分で立てるよう
に」っていう感覚から、「上手に依存先を見つ
けるって」いう部分に・・・。（Cさん）

〇一人で生きていけるようにすることはあるんで
すけど、信頼できる誰かを見つけておいて、い
ざというときには頼れるようにすること、頼れ
るようになること。（Dさん）

〇社会の中で生きていく。社会資源を使いながら
でも、誰かに頼りながら社会の中で生きていけ
たらいい。（Eさん）

〇建前としては自分で社会に出て一人でやってい
く、生活していくことだが、出たからといって

一人ではないと。あなたにも家族がいるし、きょ
うだいがいる。頼ればいいよ、困ったら園にお
いで、電話しておいで、だから一人じゃない
よ・・・・・。（Fさん）

〇できんけど（施設と）繋がってるから、ゆっくり、
出たあともアフターケアで徐々にできるように
なったらいいじゃん、っていう感じではないか
なと思います。（Aさん）

〇「出て行くまでに、これをせんにゃいけん、あ
れをせんにゃいけんっていうのは深く考えんで
もいい」っていうのは周りの職員にも話してま
す。（Bさん）

②施設内の他の職員との連携・協働
〔他の職員との共通理解〕
〇職員会議とか、朝の朝礼とかで現状を・・・。よっ

ぽど大変なケースとかは、報告したりしてます
けどね。（中略）私の中では入所したタイミング
から、もうリービングケアは始まってる、ぐら
いな勢いでけど。そこはやっぱり職員によって
感覚は違うのかもしれないですね。（Eさん） 

〇（自立観の施設の中で共有は）ちょっと今年は、
まだやってないけど、さっきの職員研修。キャ
リア教育のときに、結構、がんがん・・・・。（D
さん）  

〇職員の中で、みんなに説明する部分があるんで
すよ。子どもにも職員にも。「自立支援という
のは、こういう仕事です」とか「家庭支援とい
うのは、こういう仕事です」っていうのを児童
にも職員にも、あらためて説明する場をみんな
持ってるんです。（Bさん） 

〇自立支援の統一っていうのは、なかなか難しい
ですよね。施設の思いとかも、いろいろ含まれ
ると思うので・・・。（Bさん） 

〔自立支援担当職員の存在感〕
〇（自立支援を担っている職員だという認識が子

どもたちにあるのか？　といった問いに対し
て）　ないです。（Aさん） 

〇「自立支援（担当職員）って何しよるんやろう」っ
て思われてるところは、まだあると思います。
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（Fさん）
〇完全小規模化になって（自分が）どんな人か分か

らない新人の先生とか若い先生は、ちょっと相
談しにくいだろうなという印象は持ってます。

（Aさん）
〔自立支援担当職員と担当ケアワーカー〕
〇一番は（ケア担当職員に）何でも話す。そのよう

にしてきていたので。担当と何かする時だとか、
介入しても一応担当とか。いない時もあります
ので、他の職員に言ったりもしますけど、でも

「一応、担当を通すね」っていうふうに返すよ
うにしていますので。（Fさん）  

〇あんまりインケアに入りすぎると生活担当のケ
アワーカーの邪魔をしちゃうので・・・。あまり、
こっちが生活の助言をしてたらですね。「担当
じゃなくて自立担当支援の方に行こう」となっ
ちゃうと、また具合が悪いので。そこは一線を
引きながら、超えていかないようにしないとい
けないなって。（Aさん） 

〇私個人が子どもに関わってるというか、私は
どっちかというと職員への働き掛けかな。（D
さん）

〇プロセスを決定していく過程の中に、担当
のホームの子と担当職員が決めるところに、
ちょっと同席しながらやるような形が多くなっ
てきてる。（Cさん） 

〇あんまり自分が特化してリービングケアをやる
よっていうのは、なかなかないので。ホームの
やってるリービングケアの中に、ちょっと自分
も入ってやるとか。（Cさん） 

〇 ど っ ち か と 言 う と リ ー ビ ン グ ケ ア と い う
か・・・・・のことで頼ってこられるほうが多
いです。自立に向けてやっていく途中のことと
かを頼られることのほうが多くて。（Eさん）

〇自分がやるものじゃなくて、上手にホームがや
れるようにアシストするほうが。入ってる子ど
もたちからしたら、生活してる環境が長い職員
と一緒にやるのが、一番、理にかなってるかな
とは思いますし。（Cさん） 

〇今ここにいる子どもも、よっぽどのことがない

限り、私は入らないんですけど、担当は任せて
るんですけど。担当が何か言ってきたときには、
行って話したりとか。（Dさん）

〇園の中でも自立支援部会というのがありまして。
そこで調理体験だとか。あとは就職、自立に向
けて、お金についてだとか、税についてだとか、
携帯電話は、とか。そういうふうなことでテー
マをつくっていきながら。子どもからのリクエ
ストで来月あるんですけど、（中略）自立に向け
て一人暮らしの体験っていうのも、できる部屋
はあるんですけど、それについても投げかけて
ます・・・・（企画をする人は）別にいらっしゃっ
てですね。その方が中心とはなるんですけども。
でも、私の仕事は・・・できることは参加で・・・
いろんなのに参加しながら。（Fさん）

〇特に出口の子たちが、難しい子が増えてきてる
のもあって・・・何ですかねえ。「就職、何な
らできる？」みたいな。生きていく力が、ちょっ
と弱いとか、ボーダーでコミュニケーションが
ちょっと難しい子とかが増えてきてるので。ま
あそれでも、働けなくても生活保護で、なんと
か生活できてれば、それは私は自立と。社会の
中で生きていければ、それは自立とみなしてる
んですけど、もう、それにすら行きつかないよ
うな子が、今、ちょっと何人かいるなと思って
いて。（中略）そういう子たちを、もう担当だけ
では、というか、抱えきれないところもあっ
て、わりと頼られるというか。ですね。（中略）
私の最初のイメージでは、担当が出口までやっ
て、それでも、やっぱり今までできてなかった
ところがあるから、そこをプラスアルファ、私
が補いつつ外に出してあげて。そこから私が関
わる・・・でも、その前から、私とその子の関
係性づくりはいるから定期的な面談をする、み
たいな感じのイメージできてて。1年目とかは、
割とそんな感じでやってたんですけど・・・・
だんだんリービングケアの比率が増えてきたな、
という感じはあります。先を見通して、早い段
階でやっていかないといけないところが・・・

（中略）年配の職員さんとかは、たぶん、子ども
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の質が変わってきてるところに、ちょっとつい
ていってないところもある感じはします。社会
資源とか・・・社会も変わってきてるので、そ
の辺の仕組みについていけてないところもある。

（Eさん）
〇高校入試に関しては、それぞれの担当がしない

と、ちょっと間に合わない。学校が違ったりと
か、グループホームだと地域が違ったりします
し。（中略） 新しいところはすぐ近辺なので一
緒なんですけど、男の子の場合は、ちょっと地
域が違うので。（Fさん）

〇現場の職員が、「ここに関しては自立支援（担当
職員）にやってもらおう」みたいなのはないで
すね。ちゃんと、もがいてくれてるからってい
うふうに、現場が。「どうしよう」「こうしよ
う」って、その「もがく」のが大事って。すぐ
すぐ、答えなんて出ないですし。（Cさん）

〔直接的なかかわりがある〕
〇施設の中で（自立支援を）一番知ってるのは私っ

ていう認識は、絶対にみんな持ってくれてると
思います。（Bさん）  

〇施設からの自立。家庭引き取りじゃないケース
というのは、ほとんど、みんなが僕を通してやっ
てるっていう形ではあります。（中略）例えば助
成金の申請とかも、結局、僕を通してという
形に全部なってますし、進学するときの調整で
あったりとか。今から退所の準備とか、例えば、
いつ買い物に行く。いつするっていうのを。自
分一人では、やっぱりしんどいって、みんな思っ
てるんですよ。やっぱりユニットのリーダーに
相談するよりは、僕がずっとやってきてるって
いうところがあるので、その時点で、みんなが

「いつ、こうやってやろうと思ってます」とか「何
が必要ですかね」とかいうのを全部、聞いてき
てくれるというか。僕も「こういう準備を早く
しちょってください」っていうのをお願いした
りするので。（Bさん）

③アフターケアにおける困難性
〔アフターケアと施設の業務との両立〕

〇両立と言われると、やっぱり常日頃。例えば施
設の中で課題がある子どもたちにたくさん関わ
らないといけない時期は、どうしてもアフター
がおろそかになってしまうところが、どうして
もあるんですよ。で、こっちばっかりしてると、
こっちが、また大丈夫かなって。（中略）そのバ
ランスが、上手にうまくやれとるかと言ったら、
それはノーです。（Bさん） 

〔公私を分けづらい仕事〕
〇何か言ってくれば対応せざるを得ない・・・で、

子どもから連絡くるのは、ほぼ夜だったり。突
然、夜中に連絡が来たりもするし。うん。ちょっ
と公私の区別が付けづらい仕事ですよね。（D
さん）

〔全部自分でやる必要はない〕
〇私が自立支援担当だからって言って、全部、卒

業したあとの相談を一挙に受けるわけではなく。
おそらく、ホームの中での職員との関係のほう
が濃い部分もあると思うので。 

〇がっつり自分が担当ホームを持つわけじゃない
ので、そこまで濃い援助関係みたいなところは
なかったりするので。そこはホームにお願いす
るように、ちょっと今、やってます。（Cさん）

〔自分一人でやっていると感じる〕
〇アフターケアは、手詰まりになっても誰も助け

てくれないというか。助けてくれないという言
い方は変ですけど、結局、施設としては、関わ
ろうとはしてますけど、一緒に関わっている感
覚じゃないです。（Bさん）

〔リービングケアとアフターケアの両立〕
〇アフターケアがあるので、今のリービングケア

のところまで、ちょっと手が回ってないという
現状はあるかな。一人で全部それをやるので
ですね。（中略）この2年間、リービングケアは、
ほとんどできてないなというのが反省でありま
すね。（Aさん）

〇アフターケアについては時期にもよるんですけ
ど、リービングケアが忙しい時期は、やっぱり、
しんどいです。アフターケアも。それもそうで
すし、施設でやらなければいけない業務ってい



― 251 ―

うのも正直ある。（Bさん）
〇やっぱりどうしても優先順位が、期限が決めら

れているのはリービングケアだと思っているの
で、リービングケアとアフターケアを何かすぐ
やらないといけないとなれば、まずリービング
ケアをどうしても優先するので、最近は、ちょっ
とアフターケアが、ずっとおろそかです。（B
さん） 

〔これまでかかわったことのない卒園者とかかわる〕
〇たぶん（これまでのアフターケアは）してたんで

すけど、今みたいに役割っていうかたちで言わ
れたら。もうちょっと何か、型にはまる・・・
動きにくいっちゃ動きにくいんですけど。自由
にっていうところが、ちょっとできにくいか
なっていうところも。自分と関わりがなかった、
あまり関わりのなかった子どもたちも関わって
いかないといけないっていうところで。自分が
見ていた子だけではないっていう。（Fさん）

〔困難なケースへの対応〕
〇公用携帯がもう1台来て、それを・・・ずっと持っ

てるようになる。置いて帰るのはできない。ほ
かの人に、何か連絡を任せないといけなくなる
のも、ちょっと嫌なので。そこは、たぶん、常
に持って帰るのかなとは思うんですけど。ある
程度関係性ができてきた子とか、新しい子に
も「私は基本、土日が休みです」と・・・・・。

「夜も子どもがいるので、9時以降は返信、基本
できません」とか伝えます。できないことは伝
えるというか。よっぽど緊急のときは電話に出
るけど、とか。もう、よっぽどのときは、本体
に電話するとかって言って、こっちのできない
ことも伝えるようにはしてます（中略）「死にた
い」って言ってきた子とか・・・・そういうと
きはありますけど、LINEが多いですね。本当、
最近の子は本当みんな、電話が苦手な子も多い
ので・・・・。（Eさん）

④自立支援担当職員へのスーパーバイズ
〔施設の事務分掌上の上司に相談〕
〇「今、これ、ちょっと、どうしようもならんけ

ど、どうしたらいいかな」と思うときは、だい
たい〇〇さん（上司）に相談してます。（Bさん）

〔施設長や専門職に相談〕
〇一番多く（スーパーバイズを）受けるのは、施設

長だと思います。あとファミリーソーシャル
ワーカーがいるので。普段、いろんな決めてい
くことは、その2人で相談しながら。（Cさん）

〔自立支援業務についてのスーパーバイザー〕
〇自立支援に関しては、（スーパーバイザーは）い

ないですね・・・。ちょっと、いないかなと思
うので、全部、外部の人に相談してますね。（A
さん）

〔最初の相談は相談しやすい人へ〕
〇私のデスクの前が〇〇さん（＝専門職）なんです。

同じ時間帯で勤務していることが多いのもあっ
て・・・・。精神疾患を抱えてたりとか、定期
通院があるような子もいるので、相談を良くし
ています。あとは△△さん（＝上司）かな。（E
さん）

⑤役割の継承と持続的な自立支援に関する課題
〔自立支援担当職員の後任〕
〇大きな課題と感じている。（Eさん）
〇（後任の問題は）大きな課題です。そこが一番課

題かもしれないです、今。（Dさん）
〔現担当者としての思い〕
〇次に自立支援（担当）になる職員が、施設の方針

からいったら同じような職員なので、経験年数
がそれなりにあって、少し現場から離れてアフ
ターケアを中心にするというかたちだと思うん
ですけど、でも、どこかから雇ってくる可能性
もゼロじゃないと思うんです。でも、思いとし
ては次に繋げたいというところがあるので。今
の現場のリーダー的な職員が担っていくという
かたちにはなるかなと思います。（Bさん）

〔継続的なアフターケアへの課題〕
〇関係性を築くには、そういう何て言うんですか

ね、個の関わりに、どうしてもなってくるので。
そこが、自立支援担当職員が私じゃなくなった
ときに、どうなるのかな。今、つながってる子
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たちが、とか。その辺は本当、課題だとは思っ
てます。（Eさん）

⑥自立支援担当職員としての資質
〔障害についての知識〕
〇私が来たときは普通学級の子が圧倒的に多かっ

たんですけど。今は特別支援学校、特別支援学
級・・・普通学級にはいるけど、何らかの、ちょっ
と発達に課題があって通級に行ってるとか、そ
んな子だらけです。私もそっちは弱くて。全然
分かってなくて。ちょっと今から勉強しないと
いけないなと思ってます。（Dさん）

〔異性の児童とのかかわりの難しさ〕
○（小規模になると）話をしやすくはなるんですけ

ど、異性となると、何かちょっと難しかった。
男子のほうに行くと、食べることについては話
すかもしれないんですけども、「将来、こうな
んよ」って、なかなか腹を割って話すというと
ころまでは・・・・。「父ちゃんなら話せるん
かな」って思いながらも。なかなか男の子って
難しいのかなと思って。女の子のほうが入りや
すい、その辺は。（Fさん）

〔奨学金についての知識〕
○スッと返答できるというのが理想ではあるん

ですけども・・・「奨学金について」って今
年、相談受けたので「調べますね」って言っ
て、調べたものを「これなんじゃけど」とかで

（中略）大学が駄目だった場合っていうのを一緒
に、ちょっと何があるっていうのでやってみた
りとかして。（中略）勉強もまた下のほうで。本
当に・・・。（Fさん）

〔小規模ホームの入所児童の理解〕
〇何もしないと、やっぱり見えないと思います。

だから、ある程度フリーな職員という立場がつ
くれるので、そのホームに夕飯を食べに行くと
かって言って、「僕の1人分、ちょっと多くつ
くっておいてください」って言って、ちょっと
食事の時間に介して行ってみたりだとか・・・。

（Cさん）
〇この８月に全部のホームを回れたので。たまた

ま人がいないというところと、立ち上げたばか
りというので応援に呼ばれて行ったりとかし
たので。様子を見ることができたので、「よし、
これは私にとって収穫」と思って。（Fさん）

〔関係機関とかかわる力〕
〇社会資源とか、そういう関係機関とは上手に

やっていかないといけないかなと思います。（E
さん）

〔コミュニケーション・対人援助のスキル〕
〇ここで生活したことを見たことのない人がアフ

ターケアをやってくれるようになっちゃうので、
それは本当に難しいだろうな・・・と。それでも、
お初でも、すごいスキルを発揮してアフターケ
アをしてる方もいらっしゃると思うんですけど、
それは、やっぱりある程度中堅で、スキルがあ
る方じゃないと。対人スキルがないと、ちょっ
とできないところかなって思いますね。（Aさ
ん）

〇コミュニケーションが全然できてない状態。
ホーム同士は、たぶんできてるのかなと思う
んですけど、（中略）私の仕事もそうですけ
ど、やっぱり受け身じゃ駄目だなっていうの
が。こっちが足を運んでいかないと・・・。 

（中略）職員との会話をこちらが意図的に運んで、
設けていくしかないんだろうなとは思いますね。

（Aさん）

⑦施設の他の業務との両立
〇昨年度までは主任という言い方をしてたんです

けど。今年、部門分けをして。児童の入所部門
の管理担当みたいなかたちになってます。どう
しても、こっちの子どもたちのいろんな対応
だったり、入退所の一時保護、いろいろ打診を
受けて、その調整みたいなこともしながら・・・
かたや携帯を持たせてもらっているので、外に
出ている卒業生たちにはLINEとかで連絡を取
りながらするみたいな感じがあるので。結構、
ローテーションに入っちゃいけない部分とかも
あったりしますけど・・・ただ、インケアの部
分は、やっぱりホームの中に入ってやらないと。
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（Cさん）

⑧自立支援担当部会の活用
〔同じ仕事の人との繋がり〕
〇施設に1人しかいないじゃないですか、この仕

事している人は。だから、まず私の仕事の基本
は人脈づくりなので。人と、同じ仕事の皆さん
と繋がれるというのは、すごくありがたいし、
そこから得られる情報も、すごい大きい・・・。 

（Dさん）
〇自立支援の部会は、すごい有り難いです。本当、

聞きやすかったりするので、本当に。しかも年
3回ぐらいやってくださるので、聞きたいこと
が聞きやすいなと思います。「ちょっと、あれ、
どうなの？」とか。 （Eさん）

〔心地よさを感じる場〕
〇やっぱり同じ境遇というか、つらさも話せるし、

質問もできるし、というのが、心地よさがあり
ますね。いいことも悪いことも言える会だなと
いうのはありますね。（中略）（他の施設でやっ
ていることが）気になりますね。自分もできて
るわけじゃないので、できてないところの話を
聞くと安心したりしますね。自分も本音を言え
るなって思うけど、やっぱりいいことを言われ
ると、そこがちょっと、やや焦りが出たりする
ので。（Aさん）

〔情報共有の場・それぞれの「自立観」の共有〕
〇（これまで）あくまで情報共有というか、「何が

ゴールか難しいですよねえ」っていうぐらいの
話しかしてなくて。それぞれの思いとか施設の
思いとして自立支援担当部会の職員が、こうい
う思いとして自立観をとらえてるというのは話
したことがないから。そういうのができたら、
また面白かったなって・・・・ 。 （Bさん）

〔「支援の引き出し」を考える場〕
〇ケース検討とか、それに対して、こういう支援

があるよとか。そういう支援の引き出しを協議
できる場だといいのかなと。（Cさん）

(5) 考察　
1）自立支援担当職員にとっての「自立」
　今回の調査対象であった6名の自立支援担当職
員の自立観は、「他者の力を借りて良いこと」「助
けを求められること」を自立と捉える視点があり、

「孤立させない自立」という点で理念的に共通性
がみられた。こうした「他者の力を借りる自立」
という理念的な共通性は、施設実践から生まれた、
社会的養護特有の実践知、自立観であるかもしれ
ない。
　一方で、職員間の自立観の共有についての語り
は非常に限定的であり、組織的に自立観の統一が
施設内で十分になされていなかった。自立支援担
当職員は、施設入所中のケアを担うケアワーカー
と協働しつつ、退所後を見据えたリービングケア
やアフターケアにも関与する立場にあり、その実
践には自立観が色濃く反映されると考えられるが、

「自立支援の統一っていうのは、なかなか難しい」
（Bさん）、「職員によって感覚は違うのかもしれ
ない」（Eさん）の語りに見られるように、自立観
が必ずしも現場で共有されているわけではないこ
とは、施設内のそれぞれの職員における支援の
内容や役割の理解の相違として現れる可能性があ
ることが示唆されているようであった。こうした
自立観の職員間の共有が曖昧なままであれば、そ
の曖昧さが日々のケアの実践の中で具体化されて、
自立支援は一義的に定まらないものとなる。自立
観が実践の中でどのように解釈され、共有されて
いるかを今後明らかにすることが必要であろう。
　リービングケアからアフターケアへの連続性、
すなわち切れ目のない自立支援を実現するために
は、自立支援担当職員が施設職員全体の自立支援
観・ケア観の共通理解を促進するキーパーソンと
なることが求められる。そのためには、自立支援
担当職員からケアワーカーをはじめとする他職種
への発信や、自立支援を通して得られた知見の共
有が重要である。自立支援担当職員の取組を個別
の実践として捉えるのではなく、施設全体のケア
の質向上につなげていくといった視点が必要であ
ろう。
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　その前提として、自立支援担当職員の役割や位
置づけについて、施設内で十分な共通理解が図ら
れているかが必要であろう。新規採用職員への研
修や小規模ホーム間の連携を通じて、施設全体で
自立支援の取り組みを理解・共有するしくみづく
りが求められる。

2）自立支援担当職員の実践にみる協働のあり方
　リービングケアは、各施設において自立支援担
当職員のみで完結するものではないことは言うま
でもないが、入所児童の日常生活を支えるケア
ワーカーとどのような協働がとられているのかが
重要である。また、リービングケアは、退所直前
の対応に限定されるものではなく、ライフステー
ジを見通した自立支援として位置づける必要があ
る。小中学生の段階から、日常生活の中で金銭管
理や家事、公共機関の利用、対人関係などを自然
に学べる環境を整え、自分の将来を考える機会を
保障することが求められる。そのためには、社会
経験の積み重ねや多様な選択肢の保障、複線的な
キャリア支援の充実が不可欠である。
　自立支援担当職員の6名中5名の語りから、「一
応、担当を通すね」っていうふうに返すように
しています」（Fさん）「あんまりインケアに入り
すぎると生活担当のケアワーカーの邪魔をしちゃ
う」（Aさん）、「自分がやるものじゃなくて、上

手にホームがやれるようにアシストする」（Cさ
ん）のように、「各児童担当のケアワーカーを通
す」「入所児童の生活の邪魔をしない」「小規模ホー
ムが主で、自分はアシストする」といった、前に
出すぎないよう意識的に配慮している姿がうかが
えた。こうした姿勢は、自立支援担当職員の専門
職性の高さを示すものである一方で、役割の曖昧
さの裏返しとして捉えることもできる。一方、「ほ
とんど、みんなが僕を通してやってるっていうか
たち」（Bさん）のように、自立支援を一手に引き
受けるタイプの自立支援担当職員も存在した。
　このような自立支援担当職員の語りから、自立
支援担当職員とケアワーカーと協働の形態を、3
つの型に整理することを試みた。
　第一に、基本的な支援は対象児童の担当ケア
ワーカーが行い、自立支援担当職員は必要に応じ
て対象児童に直接関与する「間接支援型」（Aさん、
Dさん）である。第二に、支援のほとんどを担当
ケアワーカーが担い、自立支援担当職員は対象児
童への直接的な関与をほとんど行わない「ケア
ワーカー支援型」（Cさん、Dさん、Fさん）である。
第三に、自立支援担当職員が対象児童への直接支
援を比較的多く担い、同時に担当ケアワーカーへ
のサポートも行う「直接支援型」（Bさん）である

（図1～3）。

図１　間接支援型 図２　ケアワーカー支援型 図３　直接支援型

　図 1 ～ 3　自立支援担当職員とケアワーカーのリービングケア協働の型
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　こうした、3つの型の違いが生じる要因として
は、それぞれの職員の資質や支援にかかわる理念、
スタイル等の違いが考えられるが、施設の形態の
違いという側面にも着目する必要があろう。
　近年、児童養護施設では小規模化が進められて
おり、小規模化が完了した施設と、大舎と小規模
ホームを併用する施設が存在するが、本部施設と
入所児童の生活の場である小規模ホームとは離れ
た場所に存在していることが多い。また、小規模
化が完了した施設においても、同一敷地内に全て
の小規模ホームを設置している場合と、近隣地域
に分散している場合とでは、ケアの環境は大きく
異なる。同様に大舎と小規模ホームを併用する施
設においても、その設置形態は多様である。
　インタビュー対象の6名の自立支援担当職員は
いずれも、業務の拠点を本部施設に置いていたが、
いずれの自立支援担当職員も、小規模ホームとの
間には物理的距離が生じており、それが心理的な
距離へと転化して、自立支援担当職員と入所児童、
担当ケアワーカーとの関係性やリービングケアの
実践における協働のあり方に影響を与えている可
能性が否定できなかった。
　今回の調査から、施設の小規模化への移行が、
自立支援に何らかの困難性を生み出す可能性につ
いて、変革期にある児童養護施設において考慮す
る必要であることが示唆されたと言えよう。
　自立支援のあり方を検討するには、こうした協
働の型の違いを職員個人の力量や資質の問題とし
て捉えるだけではなく、組織構造や条件の違いに
よって生じている環境的な課題として理解するこ
とが重要ではないだろうか。

3) アフターケア実践における困難性
　自立支援担当職員によるアフターケアの実践を
みると、その支援は、その他業務との両立の困難
性と、アフターケア実践そのものにかかわる困難
性という複数の側面から捉える必要がある。
　自立支援担当職員の語りからは、「アフターケ
アがあるので、今のリービングケアのところまで、
ちょっと手が回ってない」（Aさん）、「まずリー

ビングケアをどうしても優先するので、最近は、
ちょっとアフターケアが、ずっとおろそかです」

（Bさん）のように、自立支援担当職員がアフター
ケアとリービングケアの両立を十分に果たせてい
ない現状が垣間見えた。これらは、アフターケア
業務が制度的に位置づけられている一方で、それ
を担う自立支援担当職員を支える体制が十分に整
備されていないことを示唆している。
　特に、業務の優先順位付けの困難さに加え、「何
か言ってくれば対応せざるを得ない（中略）ちょっ
と公私の区別が付けづらい仕事ですよね。」（Dさ
ん）のように、アフターケアに対する心理的負担
感や孤立感や、公私の区別がつきにくいといった
困難性が語られていた。また、アフターケア実践
においては、支援の時間的・関係的な責任の境
界が曖昧になりやすいという特徴も指摘された。

「夜間や休日の対応」「公私の境界を越えた関係性
の継続」は、担当職員個人に過度な負担を集中さ
せる要因となっている。
　その困難性の背景として、施設全体として自立
支援担当職員をどのように支えているのかという
点も重要である。施設内におけるフォロー体制や
業務上の相談相手の存在、スーパービジョン体制
の有無は、実践の質や継続性に大きく影響するが、
本調査では、そもそも自立支援担当職員が一人体
制で業務を担う中で、スーパーバイザー的な存在
が不在であることにより、一人で抱えている感覚
や判断の孤立化が生じている実態が示された。本
調査では、「自立支援に関しては、（スーパーバイ
ザーは）いないですね」（Aさん）のように、相談
相手はいるが、専門的なスーパービジョンは存在
しないという状況も語られていた。上司や施設長、
外部の専門職など、日常的な相談相手は確保され
ているものの、自立支援の実践そのものを専門的
に振り返り、位置づけ直すスーパーバイザーの
不在は、自立支援担当職員という専門職の位置づ
けの不安定さを示していると思われる。孤軍奮闘
を避けるためにも、スーパービジョンのあり方や、
施設内外の専門職との連携・協働のしくみについ
て検討する必要がある。

山口県立大学学術情報　第19号 〔社会福祉学部紀要　通巻第32号〕 2026年 3 月



― 256 ―

児童養護施設における自立支援の実践と課題―自立支援担当職員の語りからの検討―

　アフターケアの実践については、施設措置費加
算の支援件数が月20件という要件が課されている
ことについても、その妥当性を含めた検討が今後
求められる。支援件数の達成が目的化することで、
支援の質や負担が軽視される可能性も否定できな
い。
　こうした結果から、自立支援担当職員は、その
役割特性から孤立化を生みやすい専門職であると
言える。自立支援が制度化されたことにより役割
は明確になった一方で、人員や支援体制が十分に
拡充されていない状況の中で、今後、入所中には
十分な関係をとることができなかった施設退所者
への対応も求められるようになっている。今後は、
制度化されることによって生じたこうした課題を
可視化していくことが必要であろう。

4) 専門職実践の持続可能性をめぐる課題
　自立支援担当職員の語りからは、自立支援の実
践を持続可能なものとしていくために、いわゆる

「支援者の支援」が必要であることが明らかにな
ったが、加えて自立支援担当職員の後任の問題と、
実践の継承の困難性も重要な論点である。
　将来的に現職員の後任を選定し配置する必要が
あるが、実態としては、支援のノウハウが個人的
な関係性や暗黙知として組織的に共有・蓄積され
にくい状況にある。これは個人の問題ではなく、
施設組織としての課題であり、専門職実践の継続
性を脆弱にしている。
　前述したスーパーバイザーの不在や、後継者が
組織的に育成されていないことは、自立支援担当
職員という専門職の未確立性を示すものであり、
専門性の再生産が困難な構造を生み出していると
言える。継続的な自立支援・アフターケアを確保
するためには、現在のいわゆる「初代」自立支援
担当職員の次の担い手を育成していく、中長期的
な人材育成を図ることが必要である。
　加えて、外部ネットワークの重要性も指摘でき
る。県内の児童養護施設における自立支援担当職
員で構成される自立支援部会は、施設間の連携・
協働体制を構築する上で重要な役割を果たす可能

性が示唆された。各施設における支援の成功事例
や支援ノウハウを共有することは、個々の職員の
孤立を防ぐとともに、自立支援実践の質を底上げ
する取り組みとして位置づけられるべきである。

Ⅴ　まとめ
　本研究では、児童養護施設における自立支援担
当職員が、自立支援の実践上の困難、その構造的
課題を抱えながら、実践の中で自立支援という役
割をどのように担っているのかといった実態の一
端を本人の語りを通して捉え直すことができた。
本研究を通して得られた知見は、今後の児童養護
施設における自立支援の推進に向けた方向性を示
すとともに、施設の質の向上および機能強化に資
する一定の示唆を含んでいるものと思われる。
　近年進行する児童養護施設の小規模化の実態に
即した、自立支援担当職員とケアワーカーとの協
働・連携のあり方を再検討する必要があることが
明らかとなった。自立支援担当職員とケアワー
カーとの間で、「養育観」や「自立支援観」が十
分に共有されていないこと、またアフターケアと
リービングケアの両立に苦慮している現状は、施
設の運営上の課題や人材不足とも関連している。
　また、児童養護施設における自立支援は、個人
の支援にとどまらず、施設全体のケアのあり方と
密接に関連している。そのため、自立支援を包括
的な施設ケアの一環として捉え、組織全体の視点
から検討していく必要がある。施設内の他職種と
の連携・協働を考える際には、それぞれの施設の
事情に応じたリービングケアの方法を検討し、ケ
ア方針や運営方針に即した実践を確立することが
求められる。個々の職員の経験やその場しのぎの
対応に依存するのではなく、共通理解に基づいた、
組織としてのリービングケアのあり方を構築して
いくことが、今後の課題である。
　今回の自立支援担当職員の語りからは、彼らが

「何をしているのか」という実践内容そのものよ
りも、「どのような条件や制約のもとで役割を引
き受けているのか」について語られていた。自立
支援担当職員は多様で重い役割を一人で担ってお
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り、職員自身はその役割の重さを受け止める一方
で、その実践を支える体制は必ずしも十分とは言
えず、結果として制度と実践の間に生じる困難が
個々の職員に集中しやすい構造が明らかとなった。
　児童養護施設における自立支援は、特定の職員
の力量や関係性に依存した脆弱な基盤の上に成立
している。この点は、自立支援担当職員個人の問
題ではなく、制度設計や施設組織のあり方を含む
構造的課題として捉える必要がある。
　自立支援担当職員の役割について見ると、制度
的に求められる役割と現場において実際に担わさ
れている役割との間には乖離がみられたように思
われる。この乖離は、個々の職員の力量や努力の
問題というよりも、制度と現場実践の接続の弱さ
に起因する構造的な課題と捉える必要があるので
はないだろうか。
　本研究の限界としてあげられることは、可視化
できた現状や課題が、自立支援担当職員からの視
点に限定されたものである点である。他の施設職
員や入所児童、さらには施設退所者（いわゆるケ
アリーバー）の視点からの検討は十分とは言えず、
今後の重要な課題として残されている。とりわけ、
当事者の声や経験を活かした支援の構築、ピアサ
ポートの活用、当事者が自立支援プログラムに関
与する仕組みの導入など、当事者の力を取り入れ
た自立支援のあり方について、さらなる検討が求
められる。世代を超えて支え合う循環をいかに生
み出していくのかという視点も、今後の自立支援
を考える上で重要であろう。
　また、インタビュー対象者が6名と少数であり、
得られた質的データが限定的であった点が挙げら
れる。今後は調査対象を拡大し、より多くの質的
データを蓄積し、分析することで、自立支援実践
の構造や多様性について、より詳細な検討を進め
る必要がある。また、本研究では「自立支援」の
具体的な内容や実践技法そのものについて十分に
踏み込むことができなかった。これらについても、
今後の課題としたい。
　今後は、自立支援が支援者側の都合によるもの
とならないよう留意するとともに、施設間で自立

支援の質に大きな格差が生じないための方策を検
討していくことが社会的養護における重要な課題
である。本研究で得られた知見をもとに、児童養
護施設における自立支援を担う職員のコンピテン
シーモデルの提案や各施設における自立支援プロ
グラム、職員研修プログラムの立案へとつなげて
いくことが考えられる。その際、子どもの権利擁
護の視点から、入所児童の最善の利益が優先され
る自立支援のあり方を問い続けることが不可欠で
ある。
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Practices and Issues of Social Independence support in Children’s Homes
―Consideration based on independence support staff interviews―

Junichi YOKOYAMA

Abstract：
This paper examines the practice of social independence support in children’s homes and considers 
future challenges from the perspective of “ independence support staff “ who play a role in 
supporting independence in children’s homes.
An interview survey was conducted with independence support staff assigned to children’s home in 
Prefecture A, and a qualitative analysis was conducted focusing on the nature of collaboration within 
the institution and independence support. The results showed that there was ideological consistency 
in the view of independence among independence support staff at children’s home, and that the 
forms of collaboration between independence support staff and care workers were categorized into 
three types. In addition, challenges were identified from multiple aspects in the practice of aftercare 
and the support provided by independence support staff.

Key Words： Independence support, children’s homes, independence support staff, aftercare, 
leaving care
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